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丹
波
篠
山
市
の
下
水
道
事
業
は
、
公

衆
衛
生
の
向
上
や
公
共
用
水
域
の
水
質

保
全
な
ど
を
図
る
た
め
、
旧
篠
山
町
が

１
９
８
３
年（
昭
和
58
年
）10
月
か
ら
城
下

町
周
辺
地
区
を
公
共
下
水
道
と
し
て
供

用
開
始
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
昨
年
で
丹
波
篠
山
市
の
下

水
道
事
業
開
始
か
ら
40
年
が
経
過
し
ま

し
た
。

　
快
適
な
生
活
環
境
を
守
る
た
め
に
は
、

施
設
の
維
持
管
理
が
と
て
も
重
要
で
す
。

　
下
水
道
は
、
自
然
や
皆
さ
ま
の
生
活
環

境
を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
大
切
な
財
産

で
す
。

　
今
一
度
、下
水
道
を
使
用
す
る
際
の
ル
ー

ル
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。昭和57年頃の工事の様子昭和57年頃の工事の様子

料金のお支払い・各種手続きは料金コーナーへ　☎ 552-1701　営業時間…8:30 ～ 17:15

　下水道についての理
解を深めていただく
きっかけとして、マン
ホールの蓋が描かれた
カードを配布していま
す。カードの種類は１
つで、実際に市内に設
置されているマンホー
ルが描かれています。

マンホールカード配布中！

配布場所：本庁舎２階経営企画課
※詳しくは市ホームページから。

停電時のお願い ～電気で動く機械～
　下水道管の多くは勾配を利用して設置され、自
然に流れています。しかし、勾配が足りないとこ
ろや、逆に勾配がついているところには「マンホー
ルポンプ」と呼ばれるポンプで汚水を送り出してい
ます。
　これらのポンプは、停電すると動かなくなりま
す。そのため、停電時に多くの水が流れると、道
路などにあふれることがあります。
　停電が長時間続くときは、下水の利用（トイレ・
台所・お風呂など）は
控え、特に浴槽の水
は流さないようお願
いいたします。

下水道の正しい使い方
お風呂や洗面所に
流してないかな？

ヘアピンや農薬など

農
薬
は
下
水
の

処
理
を
し
て
く

れ
る
微
生
物
に

と
っ
て
有
害
で

す
！

台所に
流してないかな？

サラダ油や生ゴミなど

トイレに
流してないかな？

ティッシュペーパー、新聞紙、
ガム、おむつなど

油
は
布
や
紙
に

染
み
込
ま
せ
て

燃
え
る
ゴ
ミ
に

出
そ
う
！

テ
ィ
ッ
シ
ュ

ペ
ー
パ
ー
は
流

せ
ま
せ
ん
！
必

ず
水
に
溶
け
る

ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
を
使

お
う
！

災害時のお願い災害直後は下水道をすぐに使用しないようよろしくお願いします。
　地震が起こった場合、道路下の下水道管が破裂したり、処理場が停止したりします。
　普段と同じように水を使うと、道路のマンホールや家庭の排水などから下水が逆流し、あふれてくる
可能性があります。
　あふれ出た汚水が原因で、感染症の流行や、下水道が復旧しても使えない可能性が出てくるため、で
きる限りの節水にご協力をよろしくお願いします。

災害時の準備をお願いします
　地震の規模により異なりますが、被災地に仮設
トイレが設置されるまで７日程度かかるといわれ
ています。そのため、下水道が使えないときの備
えとして「携帯トイレ」の準備をお願いします。
　用意する数の目安ですが、人間は１日に５回程
度トイレに行くといわれています。
◎用意する１人分の目安⇒７日間×５回＝35回分
※�トイレに行く回数は個人差がありますので、個
人で判断してください。

①�袋の口をしっかりと結び、臭いが漏れないよ
うにする
②�ゴミ収集者への感染症予防の観点から、し尿
のみで袋にまとめて入れる
③�し尿が入っている袋には、「し尿」と袋に明記
する
④まとめた袋は可燃ごみで処分する

携帯トイレの捨て方

あらかじめ準備しておくことで
自分や家族を守れるんだね！

平成16年３月　管理棟耐震補強工事後平成16年３月　管理棟耐震補強工事後

篠山環境衛生センター
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広報紙から抜き取ってお使いください



　安心・安全な水道水を安定して
お届けするため、古くなった水道
施設を新しくする更新工事を行い
ます。
　水道水を作っている西新町浄水
場や栗柄浄水場などでは、古くなっ
た機器の更新を行います。また、
水道水を各家庭に送っている水道
管では、栗柄、箱谷、真南条中、
西吹の各地区で、古くなった水道
管の布設替工事を、市野々、今田
町上立杭では支障移転を行います。
　人口減少などにより、水道事業
の経営はますます厳しさを増しま
すが、いつでも安全な水をお届け
できるよう、引き続き健全かつ効
率的な経営に努めていきます。

　快適で住みよい環境づくりや公
共用水域の水質保全のため、古く
なった下水道施設を新しくする更
新工事やコスト削減および汚泥を
集約処理するための工事などを行
います。
　下水を処理している処理場や下
水を送るマンホールポンプ場では、
古くなった機器の更新を行います。
また、河内台地区の下水道処理区
域への統合に伴う管路接続工事を
行います。
　人口減少などにより、下水道事
業の経営はますます厳しさを増し
ますが、コスト削減に向けた取り
組みを計画的に進めていきます。

※１ 減価償却費…建設した施設が古くなり価値が減少する分を費用化したもの。
※２ �長期前受金戻入…施設などを建設する際に財源とした補助金等を長期前受金に計上し、減価償却費に対応して収

益化するもの（長期前受金戻入も減価償却費も実際の資金の増減はありません）。

令和６年度

予算をお知らせします
当年度純利益
1億7,718万円

施設を維持し水道水
を配るための費用
8億1,889万円

減価償却費（※1）
８億9,623万円

支出
18億6,976万円

水道料金
11億4,007万円

一般会計繰入金
4億9,728万円

長期前受金戻入
（※2）3億5,108万円

収入
20億4,694万円

資産減耗費
379万円

借入金利息
1億5,085万円

その他
5,851万円

施設を維持し下水を
処理するための費用
７億4,997万円

減価償却費（※1）
14億9,331万円

支出
25億134万円

下水道使用料
5億4,798万円

一般会計繰入金
13億125万円

長期前受金戻入
（※2）６億1,609万円

収入
24億8,270万円

借入金利息
２億4,302万円

資産減耗費
1,504万円

その他
1,738万円

当年度純損失
1,864万円

水道施設の整備
・更新費用
４億5,082万円

借入金の返済
８億2,393万円

支出
12億7,475万円

収支不足分
（補てん財源）
８億4,158万円

借入金
４億1,930万円

収入
４億3,317万円

負担金など
1,387万円

下水道施設の整備
・更新費用
３億6,444万円

借入金の返済
22億388万円

支出
25億6,832万円

収支不足分
（補てん財源）
９億460万円

借入金
15億970万円

収入
16億6,372万円

負担金など
1,662万円

国庫補助金
１億3,740万円

水道水道事業

下水道下水道事業
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【税抜き】

【税込み】

【税込み】

【税抜き】

引き落とし日　毎月27日に指定の口座から引き落とし
　　　　　　　※27日が土日、祝日の場合は翌営業日。
申し込み方法　希望する金融機関（下記参照）へ申し込み
金  融  機  関　�三井住友銀行、みなと銀行、但馬銀行、中兵

庫信用金庫、兵庫県信用組合、丹波ささやま
農協、ゆうちょ銀行

※領収書は発行されないため、通帳などでご確認ください。

水道料金コーナーでも申し込みができる！
　専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番
号を入力するだけで口座振替の申し込みが完了
します。
必要なもの　キャッシュカード、身分証明書
	 ◎通帳、印鑑は不要！
※本サービスは、水道料金コーナー窓口のみ。

納付書でのお支払い 水道料金コーナー、各支所、各金融機関の窓口のほか、コンビニやスマホ決済アプリも
ご利用いただけます。詳しくは市ホームページをご確認ください。

　夜間・休日など市役所業務時間外の漏水などについては、
西新町浄水場（☎552-0241）へお電話ください。
　なお、９月１日より、夜間・休日（市役所業務時間外）の
漏水などの受け付けを、民間業者へ委託します。お電話い
ただくと、西新町浄水場から「丹波篠山市水道受付センター」
へ転送されますので、状況をお伝えください。

受託会社　丹波篠山市水道受付センター
委託業務　�道路上の漏水通報応対、水道管損傷事故

応対、水の濁り・断水等応対など
電話番号　552-0241
受付時間　夜間（17:15 ～翌8:30）
　　　　　休日（土・日・祝祭日および年末年始）

水道メーターの交換にご協力ください

夜間・休日の漏水などに関するお問い合わせ先

\ 納付書いらず！ 毎月自動で引き落としされて便利♪/
上下水道料金のお支払いは安心・便利・確実な口座振替をお勧めします

水道メーターの有効期限は８年！
計量法によって決められています。
有効期限を迎える前に交換が必要
です。

　丹波篠山市では、有効期限に合わせて水道メーターの交
換作業を実施しています。
　水道メーター交換対象の方には８月下旬、または９月下
旬に「水道メーター交換」のはがきを送付しますのでご確認
ください。
※ご不在でもメーター交換を実施します。ご了承ください。

交換費用無料

作業中10分から30分ほど断水する
ため、作業実施前にお声掛けします。
交換作業には、腕章を付けた「丹波
篠山市管工事業JV」が伺います。

９月６日（金）～ 11月11日（月）
令和６年度の
交換作業の予定

水道メーター交換後の注意
「空気を含んだ白っぽい水」や「濁り水」が出ることがあります。

　トイレ・給湯器・浄水器などは、この「濁り水」で詰まりを起こす可能性があります。
　使用する前にこれらの器具がついていない蛇口から水を出し、水がきれいになったことを
確認してから使用してください。

水道メーター周辺の作業スペース確保にご協力を
　作業時はメーターボックス周辺に荷物などを置かない
ようにご協力をお願いします。

水道メーター交換に関する問い合わせ
丹波篠山市役所上水道課☎552-5093

！


